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韓国の先進国化過程における労働と福祉の位相

――新自由主義と普遍主義のポリシーミックス――

金　早 雪

はじめに

　

　１９９０年代，韓国は先進国化過程で，労使政委員会による社会協約方式によっ

て，労働市場柔軟化に代表される新自由主義的な労働政策と，他方では市民

運動団体の国会への働きかけによる普遍主義（社会民主主義的）な福祉政策と

いう，顕著に対照的な政策展開がみられた。福祉国家化過程でのこの両極化

プロセスをトータルに理解するため，１９６０年代以来の労働（雇用と労使関係）・

福祉の位相の転換を，利益団体が国家に対して従属的か自律的かに着眼する

シュミッター［１９８４��４５］の国家／社会コーポラティズム論を援用して考察

する。

　すなわち，１９６０～７０年代までの国家コーポラティズム（権威主義・開発独

裁）では，経済成長（雇用拡大）をバックボーンとして，労働組合・運動への

厳しい制限や弾圧ときわめて限定的な福祉という政策パッケージが展開され

た。１９８０年代から１９９０年代半ばにかけての過渡期（ポスト国家コーポラティズ

ム）には，民主化宣言（１９８７年）を経て，���加盟などの先進国化（＝国際化）

を課題としたが，労働・福祉パラダイムが大きく転換することはなかった。

　様相が一変するのは，１９９０年代半ば以降である。���（１９９１年），����（１９９６

年）加盟を背景とする労働組合（労組）・運動の規制緩和を争点としつつ，１９９７



年の���通貨危機に前後して，脆弱なソーシャル・セーフティネット（����

［２０００］，����［２００３］）と低成長下での労働市場柔軟化（雇用不安）と，他方で

は普遍的福祉への劇的な政策転換がみられた。�敷衍�すると，二大労総（韓国
ふえん

労働組合総同盟：韓国労総と全国民主労働組合総連盟：民主労総）がともにその

存亡にかかわる労使関係改革をめぐって対立をいっそう深め，その調停のた

めに設置された労使政委員会は，政府・使用者・穏健派の韓国労総というい

わば「２�５者」合意によって雇用流動化に舵をとった。雇用保険（１９９５年施行）

の不備から，失業者救済の一部は新設ワークフェアにゆだねられた。

　現代韓国の労働・福祉の位相の特徴は，ひとつには経済自由主義と福祉普

遍主義が並存すること，もうひとつはこうした相反する方向性をとる政策

パッケージが従来の政府主導ではなく，それぞれ労使政委員会や市民運動団

体が大なり小なり介在し，社会コーポラティズムの兆しを帯びたことである。

これをさしあたりネオ･コーポラティズムと位置づける。社会コーポラティ

ズムへの移行の可能性，あるいはその限界や阻害要因の検討に向けて，本稿

では，労働・福祉の位相変化と，位相変化をもたらした労働・福祉政治の動

態を考察する。ただし，福祉政策・政治については，金早雪［２００２］［２００３］

［２００５］，��������	�
［２００５］で明らかにしてきたので（現行福祉制度と実態は

金早雪［２００４�］［２００６�］など参照），ここでは労働政策・政治に，より多くの

紙幅を費やすことを断っておく。

　まず第１節では課題・視角の提示と先行研究の検討にあてる。第２節では

国家コーポラティズムから１９８０年代の過渡期を経て，１９９０年代以降のネオ・

コーポラティズムへの転換にともなう労働（雇用）と福祉の位相関係を，具

体的な政策展開をもとに描く。そして第３節で，労働政治の未成熟と労働勢

力の分裂状況を背景とする，労使関係改革（複数労組解禁など）と引き換えに

なされた労働市場柔軟化の実態を明らかにする。
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第１節　課題・視角と先行研究

　１．課題と視角

　１９９０年代半ば以降における韓国の労働市場柔軟化（経済自由主義）と普遍的

福祉への転換の同時進行は，経済パフォーマンスを背景とする労働・福祉政

治から生まれた。

　図１にあるように，１９７０年代にみられた１０％前後の高い経済成長率と失業

率低落という現象は，１９８０年代から１９９０年代半ばまで（成長率はやや低位とは

いえ８％前後）連続性がみられたが，１９９０年代後半以降，とりわけ近年，成長

率鈍化傾向（２００３～０６年平均４�２％）とともに失業率の上昇がうかがえる（後

述するように，失業率以上に，非正規労働に起因する雇用不安が発生している）。

　１９７０年代までの限定的福祉は，良好な経済パフォーマンスによる雇用拡大

を後背地としていた。���通貨危機（１９９７年）以降の低成長下で，労働・福

祉の位相関係は，雇用拡大と限定的福祉から，労働市場の柔軟化（雇用不安）

と普遍的福祉へと転換した。

　本稿の第１の課題は，こうした経済構造の変化を背景とする，労働（雇用）

と福祉（公的扶助）の位相転換の具体的な経緯と内容を明らかにすることであ

る。

　もうひとつの課題は，この位相関係逆転に深くかかわる労働政治と労使関

係の状況を解明することである。権威主義体制からの脱却後における，二大

労総への分裂と両者の対立が，労使政三者の社会協約の場で，労働市場柔軟

化へと押し切られる遠因であった。そこで，この三者協議制度の位置づけを

明確にする必要がある。権威主義体制における労働統制が国家コーポラティ

ズムの典型であったのに対して，この三者協議制度は，政府主導になるとは

いえ，労働政治において社会コーポラティズムの契機となる可能性がないと

もいいきれない。少なくとも政府の三者協議体設置の目的は，混迷する労働
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勢力の分裂状態の解決もさることながら，急進的労働運動を排除し，かねて

目標としてきた協調的労使関係のもとで社会協約形態による安定的労働政治

を構築することである。労働・福祉の位相関係の逆転にもかかわらず，「労使

関係先進化」と称される協調的で安定した労使関係への改善は，国家コーポ

ラティズム時代からの目標であった。労働・福祉の位相変化は，この目標へ

の誘導過程の産物ということもできる。

186

（出所）統計庁『韓国統計年鑑』各年版。

図１　経済成長率と失業率
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　以上の分析にあたって，１９６０～７０年代の権威主義・開発独裁を第１期とし，

１９８０年代から１９９０年代半ばを第２期あるいは過渡期として，１９９０年代半ば以

降を第３期とする（１）。第１期を典型的な国家コーポラティズムとして捉え

ることに異論はないであろう。第２期について辻中［１９９４��４７３］は，「団体

の噴出」と従来の国家コーポラティズム的な団体セクターの消滅から，ポス

ト国家コーポラティズムと位置づけている。しかし，ここでは第３期におけ

る社会コーポラティズムの形成・定着に向けたせめぎあいが，労働と福祉に

おいて，ともに社会コーポラティズムの萌芽がありながら，それぞれ別個の

主体と論理のもとで展開されたことを，韓国のネオ・コーポラティズムの特

徴とすることから，第２期は過渡期またはポスト国家コーポラティズムとい

うしかない。

　第３期の労働・福祉政策に反映されたネオ・コーポラティズムの機能的特

徴として，労働統制の緩和と民主化にともなって台頭した労働・市民勢力が，

程度の相違はあるが一定の自律性を発揮したことが認められる。具体的には，

次のように要約することができる。すなわち，労働政治・政策では，１９９５年，第

２ナショナルセンターの結成，１９９６年の労使関係改革委員会，そして１９９８年

からの労使政委員会による社会協約のもとで，過去の労組弾圧の段階的解除

と引き換えに労働市場柔軟化がなされた。他方，福祉政治・政策は，１９８０年

代の民主化・学生運動経験者（３８６世代）が主導する市民運動が，１９９４年の生

存権憲法裁判の支援を皮切りに，国会請願を通じた生活保護法の改正・社会

保障基本法制定（１９９６年）を経て，１９９９年の金大中大統領による「生産的福

祉宣言」に後押しされ，ワークフェアをあわせもつ点で条件つきながら普遍

主義へと大転換を遂げた。

　

　２．先行研究

　

　労働政策や福祉改革の研究は数多いものの，労働（経済）と福祉の位相を

正面から論じたものは意外に少ない。ナム［２００６］が，経済・労働・福祉い
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ずれにおいても政府不介入・市場化傾向は１９８７年から顕著であるとしつつ，

こと金大中政権の「生産的福祉」政策（大統領秘書室・��質向上企画団［２００２］）

を新自由主義とすることには異を唱えたように，労働・経済と福祉の相反す

る方向性への同時進行は否定しがたい事態であった。それをどう整合的に理

解すべきか，理論的枠組みはまだ定立されておらず，極論すれば，経済規定

主義と福祉規定主義への分裂傾向がみられる。

　すなわち鄭武権［２００６��１２６］は，生産レジームと福祉レジームをもとに，

労働と福祉のトータルな視点の必要性を提示して，「韓国型開発主義レジー

ム」の特徴のひとつとして「社会政策の経済政策への従属関係」を指摘した

が，「開発主義レジーム」における労働・福祉の動態的位相にまでは掘り下げ

られていない。そのため，いずれかといえば開発主義＝経済による規定づけ

の印象を与える。

　他方，福祉サイドに立脚した論議では，理念枠組みと実態のずれ（������

［２００４］）や開発主義の要素（��������［２０００］，����［２００５］）のほか，新たな

福祉レジームの検討が深められている（武川・キム［２００５］，武川・イ［２００６］，

山地［２００７］など）。しかし，福祉改革に並行する経済自由化政策の位置づけ

には困惑するか，さもなければ労働にはあまり言及されないかであった。福

祉国家論争（金淵明編［２００６］）の主要争点も，福祉レジームの転換において，

経済自由主義（国家不介入）が貫徹されたのかそれとも国家責任の強化かとい

う国家の役割評価をめぐるものであった。

　この論争を整理した金成垣［２００６］は，福祉財政の規模・相対比や改革プ

ロセスなど，同じ数値や事実展開に依拠して，国家責任強化とみるか新自由

主義の貫徹とみるかは論者の主観の対立に過ぎず，論争を生産的なものに発

展させるには，「市場」対「国家」，「小さな政府」対「大きな政府」の枠組み

から抜け出すこと，そして「市場経済化と福祉国家化の並行」という韓国の

歴史特殊性の整合的説明が必要だと看破した。ここに至って，労働・経済と

福祉の統合分析視点の必要性が明確にされたといえよう。

　具体的にはどのような概念装置が有効だろうか。政策の方向性だけをもと
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に国際比較や類型化したのでは，グローバリズムのもとで経済・福祉双方の

自由主義化が進む先進国に対して，韓国のみが例外とされて終わることが懸

念される。

　位相の変化を捉える手がかりのひとつは，福祉国家化過程の時間軸の設定

である。

　すなわち，玉井［２００６］は，日本は終戦直後までの失業・貧困状態が，１９７３

年福祉宣言までの高度成長期に完全雇用・社会保障に転化し，以降，両者が

揺らぐ低成長期というパターンを見出している。これにならうと韓国は，第

１期に完全雇用と限定的福祉，第２期に完全雇用と低福祉，そして第３期に

雇用流動化（完全雇用放棄ではない）と普遍的福祉という取り合わせがみられ

る。

　日本との相違から，２つの示唆が得られる。ひとつは，福祉における家族役

割や労使関係におけるパターナリズムなど，日韓の文化的な同質性よりも，

政治・経済のダイナミクスに起因する可能性があるという点である。これを

延長すれば，アジア的はまだしも（後発性要素という共通点がある），少なくと

も経済・雇用政策まで含めて儒教的といったレジームにくくることには再考

を要するかもしれない。もうひとつは，労－使や市民－国家といった当事者

の関係性とともに，その利害調整機構（三者協議体，国会）が，低成長やグ

ローバリズムという同様の経済環境のもとで，政策の方向性の相違を決定づ

けているのではないかという点である。

　なお関連して，野口編［２００６］が日韓の福祉国家の成立について，「政府と

市場（グローバル化）」，「集権と分権（ローカル化）」という２つの対立軸を設

定して，エスピン－アンデルセン［２００１］の社会民主主義モデル（スウェー

デン），保守主義モデル（ドイツ），自由主義モデル（アメリカ）は，いずれも

分権では共通し，政府・市場の強度差によるものとして位置づけられている。

そしてこれらに対して，韓国は，集権＋政府という「集権的計画モデル」に

近いところに位置して，今後の市場化・分権化の強度次第で，先進国の３つ

のいずれかに接近することを予測している。政府・市場と集権・分権という
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２次元から接近することで，エスピン－アンデルセンの３つのモデルに対す

る韓国モデルの特性が示され，かつ金成垣の生産的な論争へのもうひとつの

可能性を開いたといえよう。

第２節　労働と福祉の位相

　１．労働・福祉政策の展開

　労働・福祉の位相転換の考察に先立って，経済・社会状況について表１を

もとにみておこう。

　まず一次産業従事者の激減とともに，就業形態では，被雇用者が１９７５年の

４０�６％から１９９０年に６０�５％，２００５年６６�４％へと上昇し，自営業と家族従事者の

合計がこの間に約６０％から３３�６％に激減した。被雇用者の雇用形態別では，

日雇いが一貫して１０％前後（全就業者比）のままのため，就業者に占める日雇

いはざっと４分の１から６分の１へ低落したことになる。ただし初期のデー

タでは常用比率が補足できず，さらに決定的なことにこの就業形態分類と近

年の非正規雇用の定義とは整合しないため，就業形態データから近年の雇用

不安を明確にすることはできない。ネオ・コーポラティズムが生んだ雇用不

安については，後述する。

　国家コーポラティズムのもとで基幹産業であった鉱工業部門の就業比率は，

１９９０年代をピークに減少し，２００５年現在，サービス産業が７３�５％まで占めて

いる。製造業部門の就業者は，１９９０年代以降，明らかに増加率が低落すると

ともに，３００人以上企業の比率は，初期には財閥主導を反映して，１９７４年には

６２�８％にも達していたが，系列化促進法（１９７５年）や中小企業創業支援法（１９８６

年）などの政策もあって，１９８５年４３�９％，２００４年２４�２％と，製造業の４人に３

人が中小企業で就業している。

　集団的労使関係の統制が緩む過渡期以降に，労組組織化が低落した（１９９０
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表１　経済・社会の変化

  20051975 1990

（出所）統計庁『韓国統計年鑑』各年版，経済企画院『鉱工業統計調査報告書』1974，1990年，労

働部『労働統計年鑑』2005年版，同『労働白書』2005年版，保健社会部『保健社会白書』

1990年版，保健福祉部『保健福祉統計』2005年版，など。

（注）1）各年の［　］内データは，それぞれ1974，1985，2004年のデータである。

　　　2）最低賃金（月額）は，公表された時間給（1990年690ウォン，2005年2,840ウォン）に，

所定労働時間（週44時間をもとに月間226時間）を乗じたものである。

経済成長率（％）
失業率（％）

人口（1,000人）
就業者（1,000人）

製造業就業者（1,000人）
うち300人以上（1,000人／％）

製造業・月間総勤労時間（時間）
　　　　月平均勤労日数（日）

最低賃金（月額：ウォン）：B2）

B2）／A　（％）

最低生計費（月額：ウォン）

生計扶助水準（月額：ウォン）

租税負担率［GNI基準］（％）
一般会計歳出内訳（％）：経済開発
　　　　　　　　社会保障・福祉
　　　　　　　　国防

産業別構造（％）農林業
　　　　　　　　鉱工業
　　　　　　　　サービス産業

就業形態（％）自営業主
　　　　　　　家族従事者
　　　　　　　被雇用者　
　　　　　　　うち（％）常用
　　　　　　　　　　　　臨時
　　　　　　　　　　　　日雇い

労組組織率（％）

平均勤続年数

1人当たりGNI（ドル）

全産業・月平均賃金（ウォン）：A

高齢化率（％）

合計特殊出生率（％）

平均家族規模（人）

6.8（1976＝13.4）
4.1

31,466
11,830

［1,298］1）

［815／62.8］1）

25.4

－（1988年施行）
－

都市　3,500
農村　2,900

居宅　1,010
施設　4,424

15.5
32.4
4.9
22.9

45.9
19.1
35.0

33.9
25.5
40.6

31.0
9.6

23.0

2.4

602

46,654

3.5

3.47

5.0

8.9
2.4

43,411
18,036

［2,438］1）

［1,070／43.9］1）

24.8

155,940
25.3

全国　48,000

居宅　39,000
施設　48,000

18.6
26.6
7.1
16.1

18.3
27.3
54.4

28.0
11.4
60.5

50.4
10.2

21.5

4.0

6,147

616,765

5.1

1.59

3.7

4.0
3.7

22,856

［2,798］1）

［678／24.2］1）

213.1
23.9

700,600
31.7

1人世帯：　401,466
2人世帯：　668,504
3人世帯：　907,929
4人世帯：1,136,332

［19.5］1）

［26.0］1）

［11.0］1）

［16.9］1）

7.9
18.6
73.5

27.0
6.6
66.4
34.6
22.1
9.7

［13.0］1）

5.9

［14,162］1）

2,210,478

9.4

1.08

2.9



年２１�５％から２００４年１３�０％）のは，企業別労組を主体とする労使関係のもとでの，

中小工業・サービス部門へのシフトに遠因があると考えられる。

　やや意外なことは，１９８０年代まで終身雇用が大企業などでしかみられない

とされていたが，平均勤続年数は１９７５年の２�４年から２００５年の５�９年へと，日本

（１９９９年１１�３年）に比べればはるかに短いとはいえ，長期化がみられる。多くの

企業が１９６０年代以降に創業していることが原因のひとつであるとしても，過

渡期以降のサービス化のなかでも長期化傾向にあるため，部分的にせよ終身

あるいは長期雇用が進んだものと推察される。

　所得水準の上昇だけでなく，以上のような産業・雇用構造の急速な変動の

結果，国家コーポラティズム時代における低賃金・単純労働の雇用拡大が，

過渡期以降には通用しなくなったものと容易に推察される（２）。さらに，少子

高齢化（３）や家族制度の急速な変化によって，雇用をめぐるリスク構造が大き

く変化したこともいうまでもない。

　他方，留意しておく点として，大企業就業者の低減は必ずしも財閥の政治・

経済的パワーの低落を意味しない。同族支配になる財閥が放漫経営に走りや

すく，そのため���通貨危機を招き，福祉国家化過程に並行して財閥・企業

改革が経済自由化の一環ともなったことは（高［２０００］，李［２００４］），記憶に

新しい。

　さて，こうした経済・社会変化を念頭において，表２をもとに３つの時期

における主要な労働・福祉政策を捉えてみよう。

　まず，１９７０年代までの国家コーポラティズムは，経済開発による雇用拡大

の優先，きわめて限定的な福祉，そして反政府活動団体とともに労働組合

（特に左派）への厳しい弾圧・統制を特徴としていた（崔［１９８８］，����［１９９１］）。

すなわち１９５３年３～５月にかけて制定された当初の労働委員会法，労働組合

法，労働争議調整法（１９９７年改正で，労働組合法と労働争議調整法が労働組合・

労働関係調整法に統合），勤労基準法では，憲法の労働三権を反映して，労組

設立自由主義をとった反面，左派労組（朝鮮労働組合全国評議会：全評）を念

頭において行政官庁に解散権を付与したほか（４），企業別協約が強制された。
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表２　労働・福祉政策の概要

第１期：1970年代以前

（国家コーポラティズム）

第２期：1980～90年代半

ば（過渡期）

第３期：1990年代後半以

降（ネオ・コーポラティズム）

1948 憲法制定

1961 軍事クーデター

1961-79 朴政権1）

1963-71 第３共和国

1971-80 第４共和国（維新

　憲法）

1980-87 第５共和国

1980-87 全斗煥政権1）

1988～ 第６共和国

1988-93 盧泰愚大統領

1993-98 金泳三大統領

1998-2003 金大中大統領

2003-08 盧武鉉大統領

限定的恩恵（対象者限定，

絶対貧困水準）

1961 生活保護法

1963 社会保障に関する法

　律

限定的恩恵（対象者増加，

相対水準悪化）

1981 老人福祉法

1982 生活保護法全文改正

　　 （自活保護追加等）

普遍的権利（全国民・最

低生活保障）

1994.2 生活保護憲法裁判

（97.5棄却）

1995 社会保障基本法

1997 生活保護法改正

1999 生産的福祉宣言，国

民基礎生活保障法（2000.10

施行）

限定的年金（職域）・保険

導入

1960 公務員年金

1963 軍人年金，産業災害

　補償保険法

1977 医療保険

皆保険化

1988 国民年金施行

1989 皆保険達成

1993 雇用保険法制定（95.7

施行）

皆年金・年金財政破綻化

1998 皆年金達成

2001 勤労者福祉基本法

2004 国民年金破綻問題

労働市場拡大・雇用保護

1953 勤労基準法（適用事

業場は30人以上：最低

賃金，解雇手当条項な

ど）ほか労働３法

1961 解雇手当を退職金に

改訂

1961 雇用安定法（67改正）

1962-81 経済発展５ヶ年計

画

1974 解雇制限条項，賃金

債権優先弁済規定

最低賃金保障・高所得

1980 賃金債権弁済の企業

内差別禁止

1988 最低賃金法・男女雇

用平等法，施行

1991 高齢者雇用促進法

1993 雇用政策基本法

1994 職業安定法全文改正

労働市場柔軟化

1997.12 勤労基準法に整理

解雇・時間制労働・退

職年金

1998.2 M&A整理解雇合法

化，賃金債権保障法，

派遣労働者保護法

1999 男女差別禁止および

救済に関する法律

2004.3 青年失業解消特別

法（～08.12）

政府・経済行政部主導 政府・経済行政部主導 市民運動・国会主導

雇
用
・
所
得
政
策

公
的
保
険
等

公
的
扶
助

政
治
状
況



　労組設立の実質許可制や政治活動の禁止など，労働統制を強めたのは工業

化始動直後の１９６３年改正においてである。この改正では同時に，労使協議会

194

（出所）筆者作成。

（注）1）朴政権と全政権が，改憲後に選挙で大統領に就任するのは，それぞれ1963年，1981年で

ある。

労組自由設立から許可制・

争議弾圧へ

労働弾圧の多様化・政治

勢力化阻止

弾圧解除・労働勢力の二

分化・分裂

1974 勤労基準法適用を16

人以上に拡大

1975 勤労基準法適用を５

人以上に拡大(現行)

2004.12 勤労者職業能力開

発基本法

2005.1 勤労者退職給付保

障法

2006.11 非正規労働3法（07

施行）

1953 労組申告制（自由設

立），企業別協約強制

1963 労組実質許可制（～

97），労組政治活動禁止，

労使協議会規定

1971 労働争議の実質禁止

1973 複数労組禁止

1980 第三者介入禁止条項，

労使協議会法

1987 複数労組禁止の強化

1997 複数労組・上級団体

は解禁(単位労組は2010

施行予定），労組政治活

動解禁

1999 教員労組法

2005 公務員労組法

脱貧困・開発独裁

1950-53 朝鮮戦争

1955 ILO加盟決議

1962～ 経済発展５ヶ年計

画

1963 労働局設置

民主化・国際化・サービ

ス経済化

1981 労働局を部に昇格

1982 ILO公式オブザーバ

ー

1982～　経済社会発展5ヶ

年計画

1987 民主化宣言・労働大

争議

1988 新（現行）憲法施行

1991 国連・ILO加盟，民

主労働党創設

1994 OECDから労働法改

正勧告

1994 経済企画院を財政経

済院に統合

先進国化・高齢化と経済

危機・二極化

1995 民主労総設立（97合

法化）

1996.1～7 労働関係改革推

進委員会

1996.9 OECD加盟

1997.11 IMF通貨危機

1998.2 労使政合意

1998 財政経済院廃止

2003 労使関係先進化ロー

ドマップ

2006.9 同上，合意

（非正規３法，複数労組

３年猶予，組合専従者

賃金支払い禁止の３年

猶予など）

政
治
・
経
済
・
国
際
情
勢

集
団
的
労
働
関
係



設置が明文化されたように，この時期から協調的労使関係の形成を目指して

いたことがわかる。その後，１９７０年代になると，国家保衛に関する特別措置

法（１９７１年）による労働争議の事実上の禁止や，複数労組禁止条項など，労

働統制は頂点をきわめた。

　他方，個別的労働関係では，１９５３年当時の勤労基準法には，解雇等の制限，解

雇手当（５）（１９６１年から退職金）や最低賃金などの規定があり，実態からの乖離

は否めないながら，概して現在の勤労基準法と大差なく，当時の先進国法令

と比べても優れたものだと評価されている（金裕盛［２００１��１３２］，宋［２００１］な

ど）。おそらく，北朝鮮の人民民主主義政権への対抗が背景にあったためで，

１９５５年の���加盟決議も同様の理由が関連すると思われる。

　限定的福祉に目を転じると，生活保護行政は身寄りのない極貧者に最低限

（当初１日３合程度）の穀物給付が当時の実態で（金早雪［２００５��９５］），さらに１９６３

年には社会保障実施留保宣言に等しい社会保障に関する法律が制定された。

他方，工業化の始動とともに，対象者が一定規模以上の事業場勤労者に限定

されていたとはいえ（図２），産業災害補償保険法，さらに１９７０年代後半になっ

て医療保険法（２０００年から健康保険法に改称）など，社会保険の整備に着手さ

れた。

　独裁体制崩壊後の過渡期に進むと，産業構造高度化とともに経済・社会の

「先進（国）化」に向けて（経済構造調整諮問会議［１９８８］），経済優先から「社

会正義」（社会的公正）が政策目標に加味され（経済開発
� �

５ヶ年計画は１９８２年の

第６次から経済社会発展
� � � �

に改名），生活保護法改正，最低賃金と国民年金の導入

のほか医療の皆保険達成もなされたが，限定的福祉パラダイムの転換にはほ

ど遠かった。

　１９９３年には，雇用保険法制定（１９９５年施行）にあわせて雇用政策基本法が制

定されたが，集団的労働関係では，１９８０年に，労働運動を目的とする大卒者

や現役学生らの「偽装就
�

業」を防ぐための第三者介入禁止条項が新設され

（上部団体は後の法改正で「第三者」の適用除外とされた），１９８７年には同一企業

内で同一労働者を対象とする第二労組の設立禁止（複数労組禁止）が付加され
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るなど，実際は「労働弾圧の多様化」に過ぎなかった。１９９０年代を通じて，

一方では「労使関係先進化」の一環として複数労組合法化が主要懸案のひと

つとされ，他方，労働現場では，１９８７年の労働大争議による賃金上昇などを

196

図２　勤労基準法等の適用事業場

500

300
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100
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30

16

10

5

1

2005（年）1963 1970 1980 1990 2000

（人以上） 産災保険 医療（健康）保険

勤労基準法 雇用保険

国民年金

（出所）　[2006：175]，労働部『労働白書』などから作成。
（注）製造業の強制適用対象事業場規模で，このほか保険によっては産業別に異なる規模規定や，

雇用主（雇用保険），自営業（医療・年金）などを加えているものがあり，さらにどの保険

でも任意加入も認めている。



理由とする人事制度改革とともに非正規労働の活用が広がった（クー［２００４��

２１２，２５２�２５３］，白［１９９６］）。

　こうして迎えた第３期は，���通貨危機に前後して，労働市場柔軟化（雇

用不安），労使関係改革（労組弾圧解除），そして福祉改革（普遍主義化）が相

互に関連しあって急激な展開をみせた。これについてはあとの第２節で詳述

するので，１９９６～９８年にかけての労働法改正の経緯を概略，述べておく。

　まず過渡期から持ち越された労働法改正は，���に次いで����でも加盟

の条件とされ（金裕盛［２００１��１８３］），１９９２年の大統領諮問機関・労働関係改善

委員会では合意に至らず，１９９６年に設置された労使関係改革委員会（労改委）

で，整理解雇条項の整備と段階的な複数労組解禁など，懸案の大筋合意をみ

た。

　しかし，政府与党案は，労改委合意の基礎となった公益委員案よりも，整

理解雇の制約が緩められている上に，複数労組問題でも，上級団体の即時合

法化に対して３年間猶予するなど，使用者サイドに傾いていた。１９９６年１２月

１０日の通常国会は，野党の実力阻止で通過できず，政府は１２月２６日未明，与

党単独で強行採決した（宋剛直［２００１��２７�３１］）。政府が強行した理由は，当時，結

成まもない少数派・民主労総がストに入っても，既成・穏健派の韓国労総は

複数労組解禁がないことで妥協すると見込んだからであった。しかし，実に

創設以来５０年で初めて韓国労総が，５５６労組１６万人のゼネストに入り，二大労

総のストは１月に入っても断続した。そのため同年末の改正は施行令が出さ

れず，１９９７年３月以降に持ち越すこととされた（�［２００５��４７０�４７７］）。

　結局，１９９６年法案は施行令が出されることもないまま，１９９７年３月に，労

改委・公益委員案に戻した内容で制定された。同じ頃に発生した中堅財閥・

韓宝の倒産に始まる金融・経済危機は，１１月には���緊急融資を仰ぐまでに

悪化し，その直後に金大中氏が大統領に選出された。就任数ヶ月前から事実

上，始動した金大中政権は，１９９８年１月に労使政委員会を設置し，同委員会

が２月に「経済危機克服のための社会協約」を発表するや，この歴史的な労

使大同団結は社会コーポラティズムへの一歩とおおいに期待された（木宮
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［２００１��２２２］）。

　その詳細とその後の展開は第３節に譲って，以上述べてきたことを要約し

ておこう。国家コーポラティズム時代における雇用拡大・労組弾圧・限定的

福祉という政策パッケージは，民主化が始まる過渡期にもほぼ維持され，１９９０

年代後半の民主化と低成長時代に入って，労組の規制緩和にともなう第２ナ

ショナルセンター登場のなかで，労働市場柔軟化による雇用不安と，他方で

は，市民運動が主導した普遍的福祉への大転換が起こった。

　２．雇用政策の展開と現状

　国家コーポラティズム時代の限定的福祉は，経済成長による雇用拡大をそ

の後背地とし，他方，ネオ・コーポラティズム時代は雇用不安と福祉普遍主

義の相乗作用がみられた。各時代を象徴する雇用政策には，１９６１年の雇用安

定法（のち１９６７年職業安定法），１９９３年の雇用政策基本法と雇用保険法，そし

て１９９７年の勤労基準法改正による整理解雇条項の整備や非正規労働関連法な

どがある。ここでは雇用政策に焦点をあてて，過渡期に導入された雇用保険

制度と，１９９０年代半ば以降の労働市場柔軟化（整理解雇と非正規労働）を取り

上げる。

　まず雇用保険について。４大社会保険のうち雇用保険は，産業災害補償保

険（１９６１年），医療保険（１９７６年），年金保険（１９８８年）のあと，最も遅れて１９９５

年７月に施行された。遅れた理由のひとつには，勤労基準法にある法定退職

金制度（後述）が，老後保障より失業給付の役割を果たしていたことがあげ

られる。

　雇用保険の制定経緯をたどると，�・�［２００５］，���［２０００］などによれ

ば，産業災害保険導入時から議論はされていて，１９６７年５月には国務会議で

議決されてもいた。しかし，顕著化してきた都市の零細民（勤労能力のある低

所得層）の就労事業は，生計保護の一環として保健社会部（当時）が所管して

いたほか，概して労働市場は，「過剰の中の不足」が局部的にはあっても基本
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的には「買手市場」（安［１９８２��１８８］）であったため，１９７２年には労働庁の失業

対策事業自体もむしろ縮小された。

　その後，第２次石油危機後の高失業（１９８０年の失業率７�５％）を背景として，

���（朴宗淇ほか［１９８１］）による政策提言のほか，局から格上げされたばか

りの労働部（省）でその公式検討が始まった。しかし，「失業者＝怠け者」へ

の金銭給付に否定的な社会風潮が強いという理由で留保され，国民年金と最

低賃金を優先することで合意された。���加盟問題に後押しされて，ようや

く１９９１年に政府内部で創設に合意され，１９９２年に労働研究院にその研究が委

託され，１９９３年に雇用政策基本法とともに制定にこぎつけた（１９９５年７月施行）。

　このように制定が遅れた反面，雇用保険の強制適用対象は当初から３０人以

上事業場と比較的広範囲に設定され，���通貨危機の影響で予定を早めて

１９９８年１０月には全事業場と雇用主に，さらに非正規職（２００４年現在，月６０時間

又は週１５時間以上）へと，適用対象の広範化は最も早かった（前出，図２）。政

府は雇用保険適用率が事業場ベースで８割，強制加入対象者の６４％をカバー

するに至ったとしているが，�・�［２００６��１５１］は賃金勤労者全体でみると

５割にとどまると指摘している（表３）。

　失業給付の保険料は労使折半で，雇用安定事業への拠出は使用者負担であ

る（���［２０００］）。他方で給付条件の緩和も急速になされた。その結果，朴讃

用［１９９８��１３４］は，１９９８年当時，失業者１５０万人，被保険者６５０万人のうち受

給者は最大１５万人（１０％）と，ドイツ（４３�５％），日本（２７�８％）など先進国を

相当下回ると推計していたが，���通貨危機への対応から受給者は４０万人を

超えた（表４）。

　次に，整理解雇条項について。

　勤労基準法は制定時から１９９７年改正まで「解雇等の制限」と題して，「使用

者は勤労者に対して正当な理由なく解雇，休職，停職，転職，減俸，その他

懲罰を行ってはならない」とし，解雇手当（１９６３年から退職金）についても定

めていた（６）。

　こと整理解雇は，金裕盛［２００１��３４７�３７３］によると，１９８０年代半ばに学会
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でその法理が論議されたり，判例としては，懲戒解雇との差別性が焦点となっ

た事例（１９８７年）のほか，１９８９年に大法院がその正当性を判断する４要件（�

緊迫した経営上の必要性，�解雇回避努力，�対象者選定基準，�解雇協議手続き）

を一般論として提示したのみである。

　整理解雇が勤労基準法の条項に盛り込まれたのは，１９９６年の労使関係改革

委員会合意による１９９７年改正であったが，その内容は上記の大法院による４

要件にとどまっていた。それに対して，１９９８年の労使政合意による「この場

合」以下の追記によって（表５），経営悪化防止のための���が緊迫した経

営上の理由に認められ，合法的整理解雇の範囲が広げられた。���通貨危機

への対応のなかで，赤字企業が吸収合併などで倒産を免れるなら，全社員が

失業するよりは被害は小さいことが，その合理的根拠とされた。そのため第

２項以下で，整理解雇後に同一職の人材募集では，整理解雇による退職者の
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表３　社会保険の対象者・適用率（2005年５月）

（出所）適用事業場は『労働白書』[2005：219]，それ以外は　・　[2006：151]。
（原注）1）軍人年金以外の国民，公務員，私学教職員年金の合計。

　　　　2）非賃金勤労者（自営業者）を除いた賃金勤労者を対象にしたもの。

（引用者注）3）適用事業場は2004年度。

適用対象者

（1,000人）

適用者（1,000人）

適用率（％）

適用事業場（1,000カ所）3）

適用率（％）

公的年金  原注1）

18歳以上の就業者

22,956

16,903

73.6

－

全人口

48,294

46,000

96.0

－

健康保険

賃金勤労者

15.401

7,759

50.3

1,002

80.1

雇用保険  原注2）

賃金勤労者

15,401

10,697

69.4

1,039

83.0

産災保険  原注2）

表４　雇用保険状況

（出所）『労働白書』2005年版，『労働統計年鑑』2005年版。

1998

2004

19,938

22,557

就業者

（1,000人）

1490／7.0

831／3.5

失業者（1,000人）

／失業率（％）

2,480,448

3,781,280

失業認定

件数（件）

412.6

589.6

失業給付

支給者（1,000人）

5,267／63.1

7,577／72.7

適用（被保険）者

（1,000人）／適用率（％）



優先雇用などを定めている。

　さらに労使政合意では，整理解雇要件の緩和と引き換えに，労働者保護制

度を強めることとされ（�・�［２００６��２８９］），賃金債権・退職金制度の法改正

がなされた。いずれも１９６０年代の労働者保護政策に淵源をもつことを整理し

ておく。

　まず，法定退職金について。当初の解雇手当を継承しつつ，１９６１年労働基

準法（第２８条）で「退職金」とされて，定年または離職（懲戒解雇を含む）に

際して，勤続１年につき３０日分の賃金（賞与などを含む）相当以上の所得保障

を，使用者負担において行うこととされた。この違反に対する使用者への罰

則は，強制貯金禁止や不当解雇禁止などと並んで，当初から２番目に重い罰
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表５　整理解雇条項

（出所）『小法典』韓国司法行政学会（ソウル），各年版。日本労働研究機構［2001：238-239，282］

参照。

1998年２月（労使政合意）改正／

現行支給者（1,000人）
1997年改正法

第31条（経営上の理由による雇用調整）

①使用者は経営上の理由により勤労者を解

雇しようとする場合には，緊迫した経営上

の必要がなければならない。

②第１項の場合，使用者は解雇を避けるた

めの努力をつくさねばならず，合理的で公

正な解雇の基準を定めて，これに従ってそ

の対象者を選定しなければならない。

③④　略

第31条（経営上の理由による雇用の制限）

①使用者は経営上の理由により勤労者を解

雇しようとする場合には，緊迫した経営上

の必要がなければならない。この場合，経

営悪化を防止するため，事業の譲渡・引き

受け・合併は，緊迫した経営上の必要があ

るものとみなす。

②第1項の場合，使用者は解雇を避けるた

めの努力をつくさねばならず，合理的で公

正な解雇の基準を定めて，これに従ってそ

の対象者を選定しなければならない。この

場合，男女の性を理由に差別してはならな

い。

③～⑤　略

－

第32条　解雇の予告　（74年改正）

第33条　正当な理由なき解雇等の救済申請

第31条の2　優先再雇用等　（新設）

第32条　解雇の予告　（99年一部改正）

第33条　正当な理由なき解雇等の救済申請



則対象とされた（１９８７年当時，３年以下の懲役または５００万ウォン以下の罰金で，

現在は，２年以下の懲役または１０００万ウォン以下の罰金）。

　その後，表６のように，１９８０年改正で，同一事業場における差等制度禁止

条項（７）が加えられ，さらに１９９７年改正で，中間清算のほか，一時金または年

金による退職保険に振り替えるという，現行・韓国版４０１�の原型が導入され

た。２００５年１月２７日には，勤労者退職給付保障法へと発展した。

　名称は退職金であるが，終身雇用がごく一部でしか定着していなかったた

め，実際には，退職金条項が適用される企業での失業給付の役割を果たして
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表６　退職金規定の変遷

（出所）条文規定は　　　［2006］および『小法典』各年版，適用対象規定は　［2006：206］，

適用人数は　・　［2002：30］。

改正時期 勤労基準法 適用対象／人数

第28条（退職金）使用者は継続勤労年数１年に対

して30日分以上の平均賃金を退職金として，退職

する勤労者に支給することのできる制度を設定し

なければならない。ただし，勤労年数が1年未満

の場合はこの限りではない。

第28条（退職金制度）①　従前28条と同じ

　②差等制度の禁止（新設）

第30条の２（賃金債権優先弁済）従前と同じ

1961.12.4～75.4.27：　

30人以上／

1966＝452,951人

1970＝945,675人

1975.4.28～87.12.31：　

　16人以上／

1975＝1,448,099人

1980＝2,841,317人

1985＝3,583,457人

1989.3.39以降：　

　5人以上／　

1990＝5,365,613人

1995＝6,167,596人

1999＝7,255,721人

1988.1.1～89.3.28：

　10人以上／－

1961年12月

第34条（退職金制度）①②：従前に同じ

③退職前の中間清算可能（新設）

④退職保険・退職一時金信託制度（新設）

第37条　賃金債権優先弁済

1997年12月

1980年12月

第34条（退職金制度）：退職給付制度は勤労者退

職給付保障法（同日制定）による。

第37条　賃金債権優先弁済

2005年１月

第28条（退職金）：　従前と同じ

第30条の２（賃金債権優先弁済）　（新設）

1974年12月



いた（房［１９９８��２２�２３］）。そのため，国民年金導入反対の強い論拠にはなりえ

ず，かつ雇用保険導入が遅れた一因とも目される。

　次に賃金債権保障について。

　１９９８年２月には賃金債権保障法が制定されている。この淵源は，１９７４年勤

労基準法に新設された「賃金債権優先弁済」条項である。当初，賃金・退職

金・災害補償金などについて，質権，抵当権，租税，公課金に次ぐ順位とさ

れていたが，１９８０年改正で質権，抵当権の次へと順位があげられ，１９８７年改

正では最終３ヶ月分の賃金については最優先順位におかれ（最優先弁済），さ

らに１９８９年には退職金・災害補償金も最優先へと改正された。

　しかし租税優先主義との不整合や，労働者が強制執行する手段に欠くため，

実効性は低かった。さらに１９８７年ととりわけ１９８９年改正後，賃金など（特に

退職金）を最優先することは，担保物権制度の根幹を揺るがすという異論が続

出し，関連して最優先される賃金が３ヶ月分に限られていることから，退職

金についても最終３ヶ月とすべきであるなどの遡及にかかわる混乱や訴訟が

相次ぎ，１９９７年８月に憲法裁判所は，退職金の最優先を憲法不合致（法改正

を要する）という判断を示した。

　１９９８年２月の法改正で，最優先の範囲を，最終３ヶ月分の賃金，最終３年

間の退職金そして災害補償金とされた。同時に制定された賃金債権弁済保障

法で，退職者へのこれらの支払いが，企業倒産などで果たされない場合，「賃

金債権保障基金」が使用者に代わって支払い，政府（基金）が使用者へのそ

の債権行使（回収）するという制度が整えられた。基金は，使用者から賃金

総額の０�２％を上限とする負担金を，産業災害補償保険料とあわせて徴収する

ので，企業間共済，つまり優良企業から破綻企業への再分配制度である。

　基金の発端となった条項が１９７４年に導入されたのは，石油危機による企業

倒産が相次ぎ，他方，前年制定された国民福祉年金法の施行留保（１９７５年に

無期延期，事実上廃止）に関連する可能性も考えられる。年金も失業保険もな

かった時代の，退職時の賃金保障規定が，３４年後に雇用流動化政策のもとで

「開花」したわけである。

　第５章　韓国の先進国化過程における労働と福祉の位相　203



　このように，開発独裁時代の退職金・賃金保障条項の拡充が，労働市場柔

軟化に付随した。しかし，退職金については１年未満の短期雇用者はカバー

されず，雇用保険についても，強制加入対象とされてはいても中小零細企業

などのカバレッジが低く，離職・失業後の所得保障はとうてい万全とはいえ

ない状況であった。

　そのため，政府は１９９８年に国会に失業対策・経済構造改革特別委員会を設

置し，福祉改革過程で，雇用保険で救済できない失業者などを，公的扶助

（国民基礎生活保障法）の「限時的」受給者とする応急措置をとった（労働部

［２００１��２６５］）。この時期の認識として，失業は一時的現象にとどまると見込ま

れ，実際，１９９８年以降２００２年にかけて失業率の低下がみられた。しかし２００３

年には失業率が上昇しはじめ，２００４年からの景気回復後も雇用情勢の好転が

みられず（�ほか［２００５�］［２００５�］），労働市場柔軟化政策の結果，「勤労貧困」

（ワーキング・プア）という現代版インフォーマルセクターを誕生させたと指摘

され始めた（�ほか［２００５］，�ほか［２００６］，�ほか［２００５］）。

　非正規労働は，１９９７年勤労基準法における変形時間労働と派遣労働の新設

で法制化され，１９９８年の���解雇合法化とその適用業種の拡大を機に，経済

構造改革にともなう企業経営改革の一環として，中高年男性にも急速に広

がった（朴太堅［２００３］，呉［２００６］，向山［２００５］，横田［２０００］，�［２００５］）。

�・�［２００４］（書名の「飛」正規は非正規とおなじ発音）ように，労働者サイド

のメリットを強調する向きもあるが，少数派にとどまる。

　非正規労働の分類は，大きく「限時的」（契約社員のように期間の定めはない

が継続雇用が期待しえないケース），「（限時）期間制」（有期雇用），そして「非

典型」（派遣，オン･コール［呼び出し］などの特殊形態）の３種とされる（横田

［２００３］）。

　統計上，失業者のなかに短時間（パートタイム）労働者が紛れ込むことも

（康ほか［１９９９��９０�９３］）さることながら，従来の雇用統計に非正規労働をどう

位置づけるかで，非正規労働者数が大きく変わるという問題が浮上した。す

なわち，２００５年８月の調査で非正規労働を追加調査したところ，非正規労働

204



約５４８万人（就業者の３６�６％）のほか，表７の網掛け部分（正規職ではあるが従

事上の地位は臨時・日雇い）約３００万人（就業者の２０％）をめぐって政府と労働

側の見解が分かれた。労働界はこれらも非正規労働と変わるところがないと

主張するのに対して，政府は「脆弱不安定就業層」ではあるが，労使政委員

会の合意をもとにこれを非正規労働とは認めていない。

　この調査に先立って，派遣労働者保護法の改正，期間制および短時間勤労

者保護法の制定，そしてこれらに付随する労働委員会法改正という非正規労

働３法が、２００４年に国会に上程されたが，�２００６年２月と４月の国会でも民主

労働党と民主労総の阻止で流産し，同年内の成立は危ぶまれていた（金早雪

［２００７��４２�４３］）。最大の争点は雇用期間制限で，１日でも過ぎると正規とみなさ

れる点で使用者サイドが抵抗し，他方，民主労働党や民主労総は期間契約が

徹底されて非正規労働者が２年または１年限りで雇い止めになるため，いっ

そう不安定雇用に陥ると断固反対していた。

　しかし，２００６年９月１１日の労使政合意を受けて，１１月３０日，国会本会議で

約２０分間に「場内騒乱」１８回，うち１回には「聴取不可」と記録されるほど，

民主労働党の激しい騒乱と棄権を押し切って，最大野党ハンナラ党の協力を

得て通過した（第２野党・民主党のみ反対，２００７年７月施行）。

　これによって，派遣・期間制労働はともに２年を限度とし（当初案では期間
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表７　経済活動人口調査付加調査の雇用形態別分類（2005年8月）

（出所）金早雪[2006：87]（ただし元データは，労働省ホームページ　　
　　　　http://molab.news.go.kr/molab/index.html，2006年１月31日閲覧）。

正規 非正規 計

単位：1,000人，（　）内は％

常用

臨時

日雇い

計

6,414

（42.9）

3,073

（20.5）

9,786

（63.4）

1,512

（10.1）

3,970

（26.5）

5,483

（36.6）

7,926

（53.0）

7,034

（47.0）

14,968

（100.0）

従
事
上
地
位



制は１年），それ以降は自動的に正規とみなされ（違反した雇用主には３０００万

ウォンの過料），差別待遇の禁止，非正規雇用の濫用規制，そして違法ストへ

の制裁などが法制化された。

　非正規労働３法の制定にいたるまでの間に，２００４年９月，政府は国会に

「イルジャリ（雇用）創出のための特別委員会」を設置したほか，韓国輸出入

銀行など一部企業では人員削減がボトムをついたため，法制定以前から，非

正規職のうち希望者すべてを正規職に転換する動きも出ている。非正規労働

３法による差別待遇禁止規定が，非正規と正規の境界を低くするのか，ある

いは脱法行為が蔓延するのか，保護効果の判断は今後の施行状態をみるしか

ない。

　以上，この項を要約すると，１９９３年，雇用保険法の制定（１９９５年施行）に

よって，４大社会保険が出揃ったが，この直後から整理解雇･派遣労働などの

労働市場の柔軟化が進み始めた。１９９８年の労使政合意は，金大中政権のリー

ダーシップと���通貨危機への「挙国一致」的な状況から，���整理解雇に

踏み切ると同時に，退職金制度，賃金債権保障など，１９６０，７０年代からの労

働者保護制度の整備もなされた。２０００年代以降の高失業と非正規労働の急増

への対処として，２００３年からの国会攻防の末，２００６年の「９－１１労使政合意」

により，派遣・期間制労働の２年限定と差別禁止の法制化が実現したが，「労

使関係先進化」の要である複数労組合法化は先送りされた。

　このように，１９９８年に次いで２００６年にも，労使政委員会は労働問題の第２

国会ともいうべき機能を発揮した。労使政委員会は社会コーポラティズムへ

の契機となるのか，次節に進もう。
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第３節　現代韓国のネオ・コーポラティズムの特徴と可能性

　１．労働政治と福祉政治

　前節でみてきた位相転換をもたらした政策主体として，まずこの項では，

ネオ・コーポラティズムの構造，すなわち政府，使用者・労働者団体，そし

て市民運動活性化状況を取り上げ，次項で三者協議体（労使政委員会）につい

て考察する。

　まず，１９４８年独立当時，福祉・労働はそれぞれ社会部の保健局援護課，労

働局で所管され，１９４９年に保健部がいったん独立するが１９５５年に保健社会部

として再統合されている。

　工業化が本格化する１９６１年１０月，同部に設置された労働局は，失業対策課

と労働統計課からなり，１９６３年８月に労働庁に昇格したおりに労政局と職業

安定局が置かれたように，当時の主管事項は，左派労働運動の監視と雇用確

保にあった（８）。労働行政が進展するのは１９８０年代で，１９８１年に労働部が独立

し（翌年，���オブザーバー資格獲得），１９８８年になって国会に常任・労働委員

会（現在は環境労働委員会）と政府シンクタンク・労働研究院が設置された（９）。

　福祉（公的扶助）担当の局または課の名称は，現在の保健福祉部（１９９４～）

までを通じて，援護（１９４８～６１），救護（１９６１～７０），保護（１９７０～２０００），そし

て福祉パラダイム転換を反映して生活保障（２０００～）へと推移した。福祉関

係のシンクタンクとしては，１９７１年に家族計画研究院が，次いで１９７６年には

韓国保健開発研究院が設立され，１９８１年にこれらが韓国人口保健研究院とし

て統合され，１９８９年に保健社会研究院（������）に改称・改編されて現在に

至っている。

　限定的福祉の背景となった経済開発は，副総理を院長とする経済企画院

（１９９４年に財政部に統合）のもとで立案され，さらに労働研究院や保健社会研究

院が創設されるまで，経済開発政策シンクタンクであった韓国開発研究院
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（１９７３年設置）が労働・福祉についても研究・提言することが少なくなかった。

　使用者団体は主要５団体があるが，そのうち全国経済人連合会（全経連，

１９６１年結成）と韓国経営者総協会（経総，１９７０年結成）が，後述する労使政委

員会に委員を出している。

　前者は，朴政権の開発政策に積極的に協力してきたが，１９９７年に傘下研究

所「自由企業院」を設置し，市場経済制度維持というスタンスから，急進的

市民団体・参与連帯などへの批判の急先鋒となっている（１０）。

　後者・経総は，���加盟以前からオブザーバー参加し，融和的労使関係を

目指して１９９６年からの労働改革では使用者サイドの中核となっている。

　独裁開発時代における財界（とくに財閥）と政府の癒着と結託は周知の通り

であるが，金大中政権（１９９８～２００３年）は，経済構造改革を好機として一定の

財閥規制に成果をあげた。しかし，金大中政権も含めて，協調的労使関係を

先進化の指標であり目標とする点では，独立以来，開発独裁時代も通じて一

貫しているといってよい。

　すなわち，韓国の労使関係政策は，当初から企業別労組を強制または誘導

し，労使協議会の設置を誘導・義務づける一方で（���［１９９８］，�・�

［２００５］），１企業１労組（複数労組禁止），政治活動を禁じ，さらに１９８０年には

韓国に独特の第三者介入禁止条項が新設された。しかし，こうした労働統制

を生き延びた労働勢力は，民主化以降，非合法労総（組）による非合法スト

を常態化させたため，非合法労総の合法化による統制を図るしかない状況を

呈した（クー［２００４］，�［２０００］，�［２００５］）。

　「労使関係先進化（ロードマップ）」と称された政策課題は，そのため労働界

の韓国労総と民主労総への二大分裂（いわゆる労労）問題にも直結していた。

ネオ･コーポラティズムを代表する三者協議体は，この労使関係＝「労労問題」

の同時解決を最大目的としたが，労使対立以上に「労労対立」が深い状況に

あった。そのため社会協約機構の構成は政府・公益を過半数とし，さらに二

大労総を交えることに成功せず，穏健派労総のみを交えた「２�５者」にならざ

るをえなかった。こうした利益団体構成の特徴に，社会コーポラティズムへ
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の限界が集約されているのみならず，社会協約による労働市場柔軟化が着実

に推し進められるという特徴をも付随させた。

　ネオ・コーポラティズムのこうした特徴と限界を明らかにするために，１９９０

年代の政治状況に照らしつつ（表８），労働者団体の現況をみておこう。
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表８　1990年代政治状況

（出所）筆者作成。

大統領（５年任期，２月交代） 国会（４年任期，５月交代，一院制，299議席）

1980.10　憲法改正

1981～88　全斗煥：民主正義党

1987.6　民主化宣言

1987.10　憲法改正（第6共和国）

1993～98　金泳三（文民政府）：

　　　　　新韓国党

1996　　労働関係法改革委員会

1997.11　IMF危機

1997.12　大統領選挙

1980～84.5　第11代

1984～88.5　第12代

2003～08　盧武鉉（参与政府）：　

　　　　　ウリ党

2006.9　労使政，「労使関係先進

　　　　化ロードマップ合意」（9-

　　　　11合意）

2007.12　選挙

2000～04.5　第16代

2000～04.5　第16代

2001　民主労働党結成

2002　韓国労総，民主社会党結成

2004～08.5　第17代

2004.4　民主労働党初議席（10議席）

2008.4　国会総選挙

1992～96.5　第14代

1994　労働環境委員会（のち環境労働委員会）

1994　生活保護憲法裁判（～97），参与連帯結成

1995　民主労総結成

1998～2003　金大中（国民の政府）：

　　　　　　新千年民主党

1998.2　労使政合意

2002.12　選挙

1996～2000.5　第15代：「与小野大」

1996.12　労働法大改正・不施行，生活保護法改正

1997.3    労働法改正

1997.12　韓国労総委員長，金大中候補を支持

1998.2　 金大中政権発足で与野党入れ替わり

1998.12　国民基礎生活保障法制定

1999.1　 労使政委員会法

2000.4　 総選挙で参与連帯などが「落選運動」展開

1988～93　盧泰愚：民主自由党 1988～92.5　第13代

1988　国会に常任・労働委員会設置

1990　全労協結成



　韓国最初のナショナルセンター・韓国労働組合総連盟（韓国労総，１９６１年設

立，前身の大韓労総は与党・自由党の実質下部機構）は，開発独裁時代の唯一の

合法労総でもあり，独自政党の結成や政治献金ができないとはいえ，ほぼ一

貫して保守系政党（現在は野党・ハンナラ党）を支持し（例外は１９９７年，親・労

働の観点から初めて野党・金大中候補支持を委員長個人名ながら支持表明），幹部が

その公認で立候補・当選したり，政府から補助金も出されていた。政治活動

禁止条項は左派労組の封じ込めを主目的としたに過ぎず，遵法闘争に徹し，

１９９６年末を除いてゼネストをしたことのない穏健・融和的な韓国労総は，協

調的労使関係の形成を目指す政府・使用者サイドにとって，必要不可欠な存

在であったし，現在もそうである。

　１９８０年代に韓国労総でも独自政党の結成を目指したほか，１９９７年からの一

般的政治活動の合法化，１９９８年の選挙支援活動の合法化，さらに１９９９年にお

ける労組の政治献金禁止を憲法違反とする憲法裁判所（１１）の判決という潮流

を得て，２００２年に民主社会党を創設したが，求心力に欠け雲散霧消した（�

［２００５��４９３�５０２］）。１９９５年，政府・使用者・韓国労総という従来の労働政治の

場に，急進的ナショナルセンター・全国民主労働組合総連盟（民主労総）が

誕生し，さらに１９９０年には民主労働党（党員の４割は民主労総員）（１２）が誕生し

たことが，労働政策の合意形成機構の形成を複雑化させている。

　民主労総は，企業内複数労組の解禁施行延期に対して産別組織化で対抗し

たため，表９が示すように，組合数では２割ながら組合員数は４割を超える

ほか，何よりも２０００年以降，現代自動車（４万３０００人）（１３）に代表される労働争

議急増の立役者となっている。２００７年１月の委員長選挙では，予想に反して

穏健派から選出されたが，１次投票では過半数を得ておらず，２次決選でも

５２�４％の得票にとどまり，内部派閥闘争が見え隠れしている。

　水と油のような韓国労総と民主労総は，２００６年に至って勢力が逆転したと

報じられるなかで，両労総の統合案も出たが，前年来，ともに幹部による就

職斡旋などの多額の賄賂事件でいずれも執行部が交代したため実現しなかっ

た。その後，互いに「イエロー組合」「裏街道組織」といった非難応酬が激化
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し，後述する２００６年９月のロードマップ合意に反発した民主労総メンバー８

人が，白昼，韓国労総本部に侵入して占拠するという事態も起こった。

　このように，労働界の分裂・対立は，非正規労働問題でもスタンスを異に

するが，とりわけ企業内複数労組の合法化とそれに関連する労組専従者の賃

金問題で利害が相反するため，社会協約を締結しがたい状況にある。

　過渡期の最大の功績であった民主化宣言は，初の文民大統領・金泳三政権

（１９９３～９８年）のもとで，３８６世代による市民運動の興隆となってその成果を発

揮した。１９９４年に市民団体「参与連帯」が結成され，生存権憲法裁判（１９９４

～９７年）（１４）の支援を皮切りに，一連の福祉関連法改正が一気に進められた（そ

の結果の一端は，表１の最低生計費の欄参照）。市民運動が福祉改革に成功した

理由として，福祉の極度の貧弱が疑いえないものであったこと，１９９６年４月

の総選挙，１９９７年末の大統領選挙を控えて，国会改革を目指す各政党が法案
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表９　労働組合・争議

（出所）労働部『労働白書』2005年版。

（注）1）1996年および2004年の［　］内データは，それぞれ1997年，2003年のもの。

　　　2）両労総の合計と100.0％との残差は，いずれの労総にも属さないもの。

労組数　　

うち連合（産別）

　　単位

労働争議件数

うち韓国労総

　　民主労総

労働争議参加者：（1,000人）

勤労損失日数：（1,000日）

不法争議件数

労働争議調停申請件数

組合員数：（1,000人）

（組織率：％）

組合数の韓国労総と民主労総比：％2）

組合員数の韓国労総と民主労総比：％2）

6,424

27

6,397

85［78］1）

　［30］1）

　［48］1）

79

892

13

731

1,598

（13.3）

－

－

1996

5,698

46

5,652

250

32
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178

1,893

67

1,036

1,526

（12.0）

－

－

2000

［6,302］1）

［45］1）

［6,257］1）

462

63

396

184

1,198

58

868

1,549

（11.0）

韓63.1：民21.3

韓53.6：民43.5

2004



提出を競ったことのほか，社会保障基本法で，すでに福祉の普遍主義理念が

うたわれていたことがあげられる。

　このように，労働と福祉の対照的な政策方向は，労働政治においては既成

労組の既得権益が横たわっているのに対して，福祉改革ではそうしたしがら

みが少なく，政策提言志向の新興・市民運動が直に国会に持ち込んだという

プロセスにも影響されたものである。

　２．労改委から「９－１１労使政合意」まで

　上述したネオ・コーポラティズム構造のもとで，どのような協議がなされ

たのかをみることにする。１９９６年の大統領諮問会議・労資関係改革委員会（労

改委）に次いで，１９９８年にも同じく大統領権限によって労使政委員会が設置さ

れ，１９９９年５月に法制化され，さらに，２００６年「９－１１労使政合意」で，２００３

年からの懸案であった労使関係改革（「労使関係先進化ロードマップ」）と非正規

労働３法案に決着をつけるとともに，経済社会発展労使政委員会へと転換す

ることとなった。これら三者協議体は，社会コーポラティズムへの里程標と

なるのか，その特徴と限界・可能性を考察する。

　まずこれら３つの三者協議体に共通する点は，第１に，仲裁機能を期待し

て，労・使・政からの委員のほかに公益委員を加えているように，厳密には

四者からなること，第２に，労改委を別として労働側は二大労総のうち，民

主労総の参加が不完全であったこと，第３に，労使関係の「健全化」，「先進

化」あるいは「産業平和」と称する，複数労組解禁問題など過去の労使関係

遺制の払拭が１０年間を通じた最大懸案であったこと，そして第４に，複数労

組解禁などと引き換えに，整理解雇など労働市場柔軟化に誘導されてきたこ

とである。

　三者協議体の変遷をたどると，まず労改委は，労使各５人，学界１０人，そ

して公益１０人から構成され，当時，創立間もなくまだ非合法の民主労総から

も（法律上は１９９７年から合法であるが，傘下に非合法の全国教員労組を含むため正
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式認可は１９９９年），２人参加した（あと３人は韓国労総）。二大労総が総数の６分

の１であった労改委では，公益委員案をもとに短期間に合意に達した。しか

し，国会に出された政府法案が労改委・公益委員案よりも使用者寄りであっ

たため，１９９６年末に国会は通過したものの，前述したように１９９７年３月に法

案の仕切りなおしを余儀なくされた。労改委の成果は，公益委員による，二

大労総の調停，次いで労使間の調停が，不可能ではないという実例を示した

ことである。

　１９９８年からの労使政委員会（英語名���������	��
�
����������）は，アドホッ

クな機関であった第１期（１９９８年１～６月），常設化された第２期（１９９８年６月

～９９年９月），そして１９９９年５月の法制化による第３期（１９９９年９月～）では，

構成や展開が異なる。

　木宮［２００１］をもとに整理しておくと，第１期と労改委との相違は，公益

委員をはずす代わりに，「政」には政府のほか政党代表が加わり，民主労総の

説得に時間がかかりはしたが，「経済危機のための社会協約」の内容は，労使

関係以外に企業の透明性確保や，社会安全網の構築などへと広範囲化した。

第２期は，「政」の比重を減らして公益を復活させ，成果とされる個別・現代

自動車の整理解雇問題は，本来は中央労働委員会が行うべきで，労使政委員

会の目的からははずれる。そして，第３期の発足に先立って，１９９９年２月，

教員労組法の不履行や整理解雇制度への反対を理由に，民主労総は完全に脱

退した。

　そのため第３期の本会議構成は，委員長１人，常任委員１人，労使代表各

２人（うち１人欠員），政府代表５人（財政経済部，労働部，産業資源部，企画予

算庁の各長官および金融監督委員会委員長），そして公益委員８人（公益委員委

嘱は事前に労働者・使用者団体の意見を聞く必要がある）の１９人体制が常態化し，

韓国労総に脱退－復帰を一定の交渉戦術に使う余地を与えた。

　主力財閥・現代グループの経営が悪化した２０００年以降，労使関係改革の山

場を迎えて，失業や非正規労働問題が急浮上したが，労使政委員会は事実上，

開店休業状態が続いていた（日本労働研究機構［２００１��１５５］）。２００３年２月に盧武
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鉉政権が登場すると失業対策に本格的に取り組むとともに，９月に複数労組合

法化など「労使関係先進化ロードマップ」と称される集団的労働関係問題が

労使政委員会に投げかけられた。非正規労働３法案は，２００４年１１月に上程さ

れたが，２００６年の「９－１１労使政合意」により制定されるまで２年を要した

ことは，前述の通りである。

　改めて「９－１１労使政合意」の主な内容を整理すると，非正規労働３法案

のほか，�事業場の複数労組合法化を２０１０年１月まで３年猶予，�複数労組

の交渉窓口一本化の見送り，�労組専従者の賃金支払いの禁止を３年猶予，

�公益事業場の範囲を拡大し，その職権仲裁を廃止し，合法スト時の代替勤

労者の雇用許可，�整理解雇の事前通知６０日を企業規模別に６０～３０日に短縮，

�不当解雇判決にもとづく申請があれば賃金保証する，�採用時に書面契約

を交わし，解雇時には事由を記載した書面通知をし，これがない解雇は無効

とする，などである。

　使用者サイドとしては，非正規労働の２年限定は年限を遵守さえすればよ

く，複数労組合法化３年延期は民主労総の傘下労組を放逐しうる機会ともな

るので，総じてこれら合意で失うものは少ないまま，整理解雇の迅速化を得

たとみてよい。

　他方，労働サイドの背景と思惑は，次のように推測される。まず，韓国労

総にとって，�はむしろメリットもあり，非正規２年限定についても，正規

労働者が構成員の主体であることから，その痛みは比較的小さい。そして近

年，不祥事の続発はいずれの労総もさして変わりがなかったが，民主労総の

合法・非合法ストの頻度も様態も度が過ぎるという批判的な世論が出るなか

で（１５），民主労働党幹部に在米コリアンの北朝鮮スパイ発覚事件が起こった。

２００６年２月，韓国労総が労使政に完全復帰したのは，２００４～０５年に不祥事が

続いただけに，労使政交渉のテーブルにつくことで，世論と穏健労働者を味

方につけて，組織率でも失地回復の機会になりうるという理解はあながち的

外れではないはずである。

　こうした経緯のもとに，新たに発足する経済社会発展労使政委員会は，委
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員長１人，常任委員１人，労働者・使用者・政府・公益を各２人の１０人体制

とした。公益委員の委嘱では，労働者・使用者団体からの事前意見聴取が削

除された。主管事項から，「公共部門等の構造調整の原則と方案」が削除され

たが，それ以外はマイナー・チェンジといってよい。そのため，さしあたり

新委員会は１０人中２人の労働側委員に，民主労総が加わるのかどうかが注目

される。おそらく民主労総にとっては，３年猶予への対抗手段として，産別化

の下で非正規労働者の組織化による勢力拡大が目標となろう。

　このように，社会コーポラティズムと期待された労改委－労使政委員会は，

三者協議とはいえ，政府・公益委員を過半として，１９９９年以降は対立する二

大労総のうちの急進派労組を欠いた「２�５者」構成であった。そのため，労使

関係先進化と労働市場柔軟化が抱き合わせにされた。

　現時点では公的扶助制度の限定的パラダイムへの逆行の気配はみられない

ものの，この点はワークフェアの急拡大など，今後の運用次第でもある。何

よりも福祉政策の主要課題が，医療や雇用保険，年金財政問題など，労働政

策とより密接な事柄に移っているため，新・労使政委員会に付託される可能

性もあろう。

おわりに

　国家コーポラティズムのもとで形成された労働・福祉の位相は，過渡期ま

で延長され，労使関係「先進化」問題も，１９９０年代以降まで先送りされてき

た。���通貨危機前後の福祉改革によって，福祉パラダイムは前時代とは決

定的な訣別を遂げたが，労働政策は，低成長と労働市場の多様化のほか，前

時代から受け継いだ労使関係「先進化」に絡めて，労働市場柔軟化が次々と

展開されてきた。その過程で，国連，���，����への加盟という国際化に

後押しされたことも，見逃せない。

　ひとたびここまで流動化された労働市場は，失業率が回復しても元に戻る
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とは考え難い。そのため政府が一貫して目指してきた安定雇用，老後を含め

た最低生活保障，そして自律的労使関係からなる福祉国家は，開発独裁の最

大の成果であった安定雇用の少なくとも部分的放棄のもとで形成された。社

会コーポラティズムへの移行の最大の課題は，社会コーポラティズムの形成

それ自体とともに，労働・福祉のトータルな政策パッケージを生み出せるか

どうかにあるだろう。

　〔注〕―――――――――――――――

�　国家コーポラティズムを主として１９６０～７０年代とするが，以下では一部，

１９５０年代にも言及する。実際，労働関係に限定すれば，第１期の原型の主要事

項の起源は１９５３年にある。なお，労働・雇用政策の時期区分について，金裕盛

［２００１］が１９６１～８６年を「効率性指向」，１９８７～９７年を「衡平性模索」，１９９８年

以降を「効率性と衡平性の調和の試み」としているほか，�・�［２００５］は，

１９６１～７５年を「発芽期」，１９７６～８６年を「発育期」，１９８７～９７年を「発展期」，

１９９８～２００２年を「試練期」とするように，とりわけ１９８７年（民主化と労働大争

議）や１９９７～９８年（労働法大改正）がターニングポイントになりうるのだが，

本稿では福祉国家化という観点から，基本的には本文で述べた３区分を議論の

前提とする。

�　重厚長大産業の雇用拡大時代には技術者不足がよく指摘されていたが，近年

は，高学歴化とさらに母親同伴の小中学生にまで及ぶ海外留学などによって

（２００６年末現在，アメリカの外国人留学生は，韓国が９３�７２８人，１４�８％でトップ

である），労働需給のミスマッチが青年失業の一因ともなっている。反面，３�

労働に相当する３�労働などで外国人労働が２００６年現在，約８２万人（うちアジ

ア６５万人），就労ビザ制度の導入で２０１０年には１３０万人に増加すると予想されて

いる（『ニューズウィーク（韓国版）』２００６�９�１３，���２６�２７，外国人労働につい

ては，����������	
�［２００４］参照）。

�　２００５年の合計特殊出生率が１�０８という世界最低水準となり，保健福祉部（１９９４

年まで保健社会部）は１９５５年の創設以来の主要課題であった人口抑制から，半

世紀を経て出産奨励に政策を転じた。

�　労働関係法案は１９４９年から準備されており，朝鮮戦争勃発で中断していたと

ころ，１９５２年に釜山の朝鮮紡織で解放後最も激しい争議が発生したため制定を

急いだという経緯も関係した。

�　勤続年数２年以上の場合，勤続年数１年に対して３０日分以上の平均賃金，１０

年を超える勤続年数１年に対して６０日分以上を加算するとされ，常時勤労者３０

人以上の事業場が対象であった（金裕盛［２００１��１４２］）。
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�　定年の規定はなく，契約・協定または就業規則で任意に定められている。

１９７０年代は５５歳が主流であったが，国民年金（１９８８年施行）の支給開始６０歳

（６５歳に延長中）と高齢化趨勢から，安定した大企業などでは６０歳ないし６５歳

が通例である。

�　「差等制度禁止条項」とは，個々の労働者を職種などで異なる制度・条件を

設けてはならないという原則だが，同一会社でも地域別事業場単位のほか，職

種別労組との団体協約などに応じて異なる制度を設定することなどは認めら

れている。

�　興味深い点として，海外移住業務が１９８３年に外務部に移されるまで，労働局

（庁）で担当されていた。

�　その後，雇用保険法の本格的施行に関連して，韓国職業能力開発院が１９９７年

に設立された。

�　２００７年２月には，全経連が教育人的資源部（文部科学省に相当）と合同で作っ

た「次世代高校経済教科書モデル」の資本主義経済の説明が，労働者の権利や

労働組合についての言及がなく企業サイドの立場に偏っているとして，初の教

員労組である全国教職員労働組合（全教組，１９９９年合法化）が配布中止を要求

した。この問題について，労使政委員会は，穏健派・韓国労総の提案を受けて，

「労働に対する正しい価値観形成のため，教科課程を改編すべき」との内容の

建議文を教育部に伝達した（『朝鮮日報』２００７年２月１４，１６日）。

�　憲法裁判所は１９６０年にも設置されたが，６２年から憲法委員会となり，現行憲

法で復活した。裁判官９名（３名は国会議員，３名は大法院長指名，３名は大統

領が直接指名）で，違憲立法審査，憲法解釈，政党解散，弾劾裁判を行う。こ

のほか，２００１年に設置された国家人権委員会も，民主化時代の市民権拡大に寄

与しているが，２００５年，上程中の非正規労働法案が労働者人権擁護として不十

分とする見解を発表し，労働部長官がバランスを欠いた越権行為と反発した

（『朝鮮日報』２００５年４月１２日）。

�　１９８０年代の学生運動派閥を継承して，民主労働党は，反米・統一を掲げる民

族解放（��）派を多数派とし，少数の民衆階級（��）派との内部対立がみら

れ，民主労総でも，��派に近く大衆路線をとる国民派が多数派を占め（��派

とは事案別に連携），��派に近く現場闘争に主軸を置く汎左派との内部対立が

ある（『朝鮮日報』２００６年２月１３日）。なお，２００６年末，ハンナラ党議員には，

環境労働委員会委員４人をはじめとして，民主労働党員の秘書や補佐官総数３０

人ほどを採用しているという。労働問題の専門知識を有しているため，党籍を

承知の上の例もあるという（同，２００６年１２月４日）。

�　産別転化が完了した金属産別連盟の主力労組である。１９８７年，わずか３４人で

の結成以来，争議がなかったのは１９９４年のみで，２００１～０３年の争議による年間

損失額は１兆ウォンを超え，２００４，０５年にはややおさまったあと，２００６年は非
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正規法案や韓米���反対で実に１３回のストが展開され，損失総額１兆６４６４億

ウォンにのぼった（会社発表）。２００６年末の一時金支給問題によるストに対し

て，会社が労組に損害賠償請求訴訟を起こしたことから，さらにストで対抗す

るなど，膠着を極めている。同じ現代グループでも，現代重工業は，２００７年２

月６日の『朝鮮日報』全面広告欄（�５面）に，「１２年無紛糾，労組に感謝しま

す／１２年の配慮，会社にありがとう」と大書し，契約より２ヶ月早く船舶引渡

しを果たした返礼にドイツの船主が労組委員長夫妻を命名式に招いた折の写

真が掲載された。

�　判決は棄却だったが，５年以内に生計扶助を最低生計水準に引き上げるよう，

政府に命じた。金泳三政権は，提訴直後の１９９４年１０月に社会保障基本法案を国

会に出し，金大中氏率いる野党の，最低生活はすべて国民の普遍的権利とする

法案とが折衷されて，１９９５年１２月に制定された。

�　保守派を代表する朝鮮日報の「民主化２０年国民意識調査」によると，労働者

要求内容では，１９８７年末の非常に正当１８�２％，正当６６�７％から，２００６年末は各

３�８％，４４�６％と半数以下にとどまり，さらに労働者行動方式でも，非常に正当

２０�９％，正当なほう６６�０％が，２００６年にはそれぞれ３�０％，２５�７％に激減し，不
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＜関連サイト＞

大韓民国国会� ����������	
���������������

　　　同　会議録検索� ����������	��
�����������
�������

� �������	
�

韓国・労働部� ����������	��
��
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民主労働党� ����������	
�　英語版��������	
�����

全国民主労働組合総連盟（民主労総）���������������	　

韓国労働組合総連盟（韓国労総）� ����������	��	�
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